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資料1  

委員からの意見：「子どもの心の診療医」の養成に係る周辺課題について   

次に掲げる意見集については、医師の養成自体ではないため報告書の本文には記載しな  

いが、．子どもの心の診療医の養成と密接にする重要課題として委員からの意見があったも  

のを記録したものである。  

1．精神療法に係る診療報酬上の評価に関する課題   

子どもの心の診療に関しては、非言語的アプローチや家族へのアプローチが必要であ  

り、他の機関との連携の必要性も高いため、一人の子どもの言多療に時間がかかる。し  

かしながら、それらを適切に評価した診療報酉州となっておらず、精神療法に関する診  

療は、不採算となっている。また、虐待に対する対応などは新しい問題であり、治療  

者には非常に強し＼時間的な負担、技能的な負担があるにもかかわらず、適切な診療報  

酬の設定がなされていない。医療経済的配慮を行うことも、子どもの心の診療の充実  

と深く結びついているのであって、改善に向けた検討を行う必要があるとの指摘があ  

った。   

2．病棟およびその人員配置に関する課題   

一般の成人精神科病棟では子どもを扱うことは困難であり、小児科病棟では強し1行動  

の問題に対処できない。また、心の問題を持った子どもは生活場面での問題や夜間に  

おける問題が多く、日常生活や夜間において対応する人員配置が必要であり、子ども  

のこころの診療を行う病棟について十分な人員を配置する必要がある、との指摘があ  

った。   

3．子どもの権利擁護に関する課題   

現に虐待などがあっても親権者が子どもの権利の代行者となっている以上、法制度上  

は虐待をしている親権者の意見に基づいた入院となってしまうことが少なくないとい  

う指摘がある。そのために、子どもの治療を受ける権利が侵害されたり、入院中に病  

棟でさまざまな権利侵害が親からもたらされる可能性もある。また、子どもの心の診  

療を行っている医師や医療機関には患者である子どもの権利擁護に関する教育を受け  

る機会が十分でなく、行動制限を要する子どもに対する適切な対応に蓬巡する例もあ  

る。医療分野における子どもの処遇及びその権利擁護等に関する教育について検討す  

ることが必要であるとの指摘があった。   

4．子どもの心の診療に関する医療システムに関する課題  

（二1）初期対応から入院医療まで適切な医療を提供できるシステム構築の必要性  

一般小児科医が紹介先病院の不足や情報不足から治療が困難な患者を扱ったり、専   

門医が比較的単純な排泄障害や睡眠障害などに時間を割かなければならない現状があ   

ることが指摘されている。初期対応から入院医療まで適切な医療を提供できるシステ   

ムが必要であるとの指摘があった。  
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また、子どもの心の言多療全体のレベルが向上するに従い、それぞれの医療機関の役   
割分担も明確になってくるものと考えられるが、現在のところ、子どもの心の診療に   
関する初期対応からの高度専門的な入院医療まで、それぞれを担う医療機関やその相   
互連携が十分でないという指摘があった。   

特に、子どもが心の問題で入院で専門病棟の不足が問題との指摘がある。また、心   
の問題をもった子どもの入院病棟では、治療に必要な医師やコメディカルスタッフな   
どの人員配置、静寂室やプレイルームなどの環境に加え、入院中も教育を受けること   
ができる環境が整備されることが望ましいとの指摘があった。   

（2）療育施設の充実   

発達障害等を早期発見しても、ケアが提供できなければ、保護者も途方に暮れると   
いう現状がある。それぞれの子どもの状況に応じた療育が不可欠であるが、現状で   
は療育体制が不十分であるとの指摘があった。   

5．標梼科に関する課題   

適切な専門医及び専門治療施設へのアクセスを確保するために、子どもの心の診療に  
関する標梼科を検討する必要があるとの指摘があった。これを標模することにより、診  
療上、一つの専門分野としての認知を得ることにもなる。また、子どもの心の診療科の  
標梼科がないために、同じ診療をしていても、小児科として行うか、精神科として行う  
かで、診療報酬上は、項目も違えば、点数も異なるとの指摘があった。子どもの心の診  
療科という標梼科ができ、その標楳があれば、同じような診療報酬体系が適用されるこ  
とが望ましいという指摘があった。   

6．専門医資格に関する課題   

専門的な知識と技能が必要とされているにもかかわらず、統一された子どもの心の専  
門医の資格は存在しない。将来的には、関係学会等が中心になって、子どもの心の診療  
を行える知識と技能を保障する統一した資格制度を作る必要があるとの指摘があった。   

7．教育を行う人材確保と就職先の確保に関する課題  
（1）教育を行う人材確保の必要性  

子どもの心の診療の教育を行う人材が不足しており、その確保対策について検討す   
る必要があるとの指摘があった。   

（2）就職先を確保する必要性  

研修場所や就職先の不足も要因となって、医師の確保が困難となっているという現   
状がある。子どもの心の診療を専門とする医師の十分な研修先や就職先の確保を図る   
ことができるような対策を検討する必要があるとの指摘力ヾあった。   

8．コメディカルに関する課題   
子どもの心の診療を行うにあたっては、心理職・作業療法士・保健師・看護師・保育  

士・ソーシャルワーカーなどの多くのコメディカルスタッフが重要であり、その充実を  
図るための検討が必要であるとの指摘があった。   

9．子どもの心の発達の問題の早期発見・予防に関する課題  
（1）子どもの心の発達の問題の予防  

－26－   



子どもの生活習慣と心身の発達の関連が指摘され、家族機能の問題が指摘されてい   
る。例えば、乳幼児期からの睡眠、食、遊び、メディアとの関わり等、子どもの生活   
習慣を改善させる支援を含めた予防的介入が必要である。これらを進めていくために   
は、家族支援及び乳幼児期からの保育・教育関連の職種との密接な連携が必要である   
との指摘があった。   

（2）乳幼児健康診査  

また、心の発達の障害や子ども虐待などの早期発見、予防的介入のためには、乳幼   

児健康診査の場で保護者からの相談を受けやすくすると同時に、子どもの心の問題の   
早期発見のための技術を培うことが重要であり、発達に関する効果的な健康審査を行   
うための知識や診察技術を医師やその他の保健医療従事者が体得するための系統的な   

実習の確立が求められるとの指摘があった。   

1（〕．子どもの心の発達に関わる研究活動の推進に関する課題   
子どもの心の発達に関しては、これまでに、脳科学、精神医学、社会学、教育学、栄  

養学など、各分野において研究成果が出てきている。文部科学省における情動の科学的  

解明と教育等への応矧こ関する検討や、日本学術会議子どものこころ特別委員会などの  
取組にもみられるような、これらの分野の子どもの心の発達科学に関する相互連携の推  
進による広範な学問間の協働で子どもの心の発達に関する科学的な解明が求められる。  
研究成果を医療や教育の現場に十分に活用できるようにする必要がある。  
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資料2  

アンケート調査結果：  

「子どもの心の診療医」の養成に関する関係者の取組について   

本検討会出席委員の代表する団体が「子どもの心の診療医」の養成のために現在  

行っている活動及び今後5年間程度で行う予定の活動について、検討会事務局が  
アンケーート調査を実施した。   

＊各団体の記載については、原文のまま編集せずに掲載した。  

調査内容   

○ 学会の会員構成等   

○ 対象疾憲領土或等   

○ これまでの取り組み   

○ 今後の取り組み  

※ 各学会の取組内容にある「子どもの心の診療医」の定義について   

（1）一般の小児科医・精神科医  

卒後臨床研修修了後、小児科や精神科の一般的な診療のための研修を修了し、一  
般的な診療に携わる医師   

（2）子どもの心の診療を定期的に行っている小児科医・精神科医  

（1）であって、さらに子どもの心の診療に関する一定の研修を受け、子どもの心  
の診療に定期的に携わる医師   

（3）子どもの心の診療に専門的に携わる医師  

（1）又は（2）であって、子どもの心の診療に関する研修を受け、専ら子どもの心の  
診療に携わる医師  
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（社）日本小児科学会  

1．学会の会員構成等   

医  師：18，735名（専門領域不明）   
医師以外：  88名（心理関係者等）   

※分科会である日本小児心身医学会、日本小児精神神経学会・日本小児神経学会が中  

心となって取り組んでいる。   

※現在いくつかの委員会にまたがっている子どもの心に関する検討事項を検討する子   

どもの健全育成に関する委員会を立ち上げる予定。  

（1）一般の小児科医・精神科医  15，000人   
（2）子どもの心の言多療を定期的に行っている小児科医・精神科医  2，000人   
（3）子どもの心の診療に専門的に携わる医師  200人   

2．対象疾患領域等  
・こどもの心の発達に及ぼすテレビ視聴、テレビゲームなどの影響  

・十代の喫煙  

・飲酒の問題など  

・虐待問題   

3．これまでの取り組み  
・子どもの心の問題に特化した研修プログラム、認定制度については分科会が担当して   

いる。  

缶次学術集会、セミナー、地区学会（地方会）等、それぞれの主催責任者（会頭、会   
長等）亡よりプログラムを組んでいる。（東京地方会では平成15年度にシリーズ講演   
「子どものこころをはぐくむために」を9匝】実施し、各回200名前後の参加者があっ   

た。）  
・小児科学芸認定医（専門医）の資格取得のための研修目標中に「精神疾患（精神・行   

動異常）、心身医学」を含めている。  

平成15年度の認定医試験合格者数：409人  
平成16年度の認定医試験合格者数：492人  

平成17年度の認定医試験合格者数： 451人  
平成18年度の認定医試験合格者数： 304人   

4．平成18年度の取り組み  
分科会である日本小児神経学会、日本小児心身医学会、日本小児精神神経学会と小児   

科医会の協力を得て、現在、一般小児科医のためのテキストの活用を容易にするための、   

紹介先医療機関並びに紹介先医師のt」スト「子どもの心の二次診療医」を作成し、ホー   

ムページに掲載するための準備を行っている。  

また、平成19年度子どもの健康週間に向けて、日本小児科学会学校保健・心の問題   
委員会を中心に、前記団体の協力の下に、子どもの心の診療医育成セミナーの開催の準   

備を行っている。  
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5．今後の取り組み   

○平成19年度の計画   
・初期研修プログラムの改定  

ただし、研修プログラムの内容は、初期研修制度の中での小児科の持ら時間によっ  

て左石される。   

・小児科専門医研修プログラムの改定   
・分科芸と協同での講習会の開催  

○平成20年度の計画   
・分科会と協同での講習会の開催   

・小児科専門医研修プログラムの改訂に基づく評価法の見直し  

○平成2二1年度の計画   

・分科会と協同での講習会の開催   

・小児科専門医研修プログラムの改訂に基づく新評価法の採用と更新条件の見直し  

○平成22年度の計画   
・分科会と協同での講習会の開催   

・小児科専門医研修プログラムの改訂に基づく新評価法の採用と新更新条件の採用  
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（社）日本精神神経学会  

1．学会の会員構成等   

会員数：12，852名（平成19年2月末現在）   
精神科医：約98％（含む小児精神科医）  
小児科医：約0．08％   
他科、コメディカル等：約1．92％  

（1）一般の小児科医・精神科医  12，595人   
（2）子どもの心の診療を定期的に行っている小児科医・精神科医  0人   

（3）子どもの心の診療に専門的に携わる医師  0人  

※日本精神神経学会は、精神科医の基本的な素養を身につけることを目的としてお  

り、その意味ではgeneralpsychiatristの養成である。  
したがって、ここでいう、「（2）子どもの心の診療を定期的に行っている小児科医  

・精神科医」、「（3）子どもの心の診療に専門的に携わる医師」に相当するものの数  

は把握していない。   

2．対象疾患領域等  

・忙D－10のF90～F98に限らず、小児期、思春期の統合失調症、感情障害、神経症   
性障害など、広く対象とする。   

3．これまでの取り組み  

・［］本精神神経学会「精神科専門医制度」で、専門医になるための研修内容として児童   

思春期症例を設定している。  

児童・思春期精神障害F7、F8、F9  
1．患児及び家族との面接  

2．診断とぅ台療計画  

3．補助検査法  
4．薬物療法  
5．精神療法  

6．心理社会的療法、精神科リハビリテーション、環境調整及び地域精神医療・保  
健・福祉  

7．精神科救急  
8．t」エソンコンサルテーション精神医学  

9．法と精神医学  

10．医の倫理   
上記項目毎に目標を設定している。  

・学術集会でのシンポジウム、教育講演、研修で「児童に関係したもの」をひとつは選  

／Sて－）  

平成15年度   
・教育講演「アスペルガー症候群をめぐって」（約200名）  演者：杉山 登志郎   
・教育講演「成人になってからのうつ病の発症要因としての児童期成育環境」  

（約150名）   演者：北村 俊則   
・シンポジウム：  

「児童・青年の精神医学－こどもの発達の視点と家族の役割－」（約200名）  
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演者：本城 秀次  

演者：山下 洋  
演音■：西園マーハ文  

演者：大井 正己   

演者：市川 宏伸  

乳幼児期からの家族支援   
学齢期における行動障害をもつ子どもの家族支援   

思春期の摂食障害と家族   

青年期のうつ病と家族  
精神医学研修コース「AD／HDの診断と治療」（約100名）  

平成16年度  
・シンポジウム「児童青年期精神医療の諸問題」   

児童青年期精神科入院医療における諸問題（約250名）   
大学病院から 現状と標横科、要請過程の問題  

演者：山巴 佐豊富  
演者：原田 謙  

クリニックから 現状と民間医療機関における児童青年精神医療  

演者：内山 登紀夫  

医療機関以外から 保健・福祉・教育・司法などでの児童青年精神医療  

演者：亀岡 智美  

海外での経験から一外国での現状と日本精神神経学会の違い  

演者：斉藤∴卓弥  

・ランチョンセミナー：「アスペルガー症候群をめぐって」（約250名）  
演者：山崎 晃資  

・教育講演：  

治療ガイドラインについて」  「注意欠陥／多動性障害（AD／HD）の診断   

「思春期の精神療法」（約200名）   

（約200名）  演者：暫藤 万比古  
演者：西村 良二  

平成17年度  
・シンポジウム「児童精神医学に求められるもの」  

子どもの心の診療に携わる専門の医師等の養成について  

一厚生労働省の対応－  

（約150名）   

佐藤 敏信  

セカンドピニオン（NPO）として活動している小児神経専門医の立場から  
竹下 研三  

白瀧 貞昭  

竹内 知夫  
村山 隆志、山根 知英子  

演者：市川 宏伸  

児童青年精神科医の立場から  
一般精神科医からみた児童・思春期精神医学  
小児科医の立場から  

専門医を目指す人の特別講座「発達障害」（約100名）  

4．平成18年度以降の取り組み   
平成18年度  
・シンポジウム「子どもの精神医療の現状と今後の展望  

一専門医の養成を中心に（厚生労働科学研究柳澤班共催）一  
子どもの精神科専門機関の立場から  

子どものこころ診療部における専門医の養成  

小児科における現状と今後の展望  

・精神医学研修コース「思春期の自傷行為」  

賛藤万比古、西田寿美  

原日 謙  

奥山眞紀子  

西村良二  

／ノ  「発達障害の概念と見立て一時に軽度発達障害を中心に一  

松本英夫  

平成18年度に委員会「児童精神科医養成に関する委員会」を立ち上げ、「子どもの   
心の診療医の養成に関する一般精神科医向けの研修テキスト」の作成を行った。また、  

シンポジウムの企画等の具体的万策を検討し、実施中である。  

－32－   



5．今後の取り組み   
以下の学術集会の企画を計画中である。   

平成19年度  
・シンポジウム「子どもの心の診療医をいかに養成するか」  

山内俊雄、宮本信也、Yuko Kusaka，M．D、山田佐豊富  
・教育講演「発達障害と関連の話題」  市川宏伸  

・専門医のための特別講座「児童思春期精神障害（摂食障害を含む）の疾患概念と病態  

賛藤万比古  
・精神医学研修コース  

「児童思春期にいる子どもたらに、精神科医（臨床家）はどう向き合うか」  

B中康雄、青木省三、村瀬嘉代子  
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